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平成２８年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
地方衛生研究所における病原微生物検査に対する外部精度管理の導入と継続的実施に必要な 

事業体制の構築に関する研究（H28-健危-一般-002） 
分担研究報告書 

 
4.東京都における衛生検査機関を対象とした精度管理調査事業について 

 
研究分担者 滝澤 剛則       富山県衛生研究所長 
研究協力者 平井 昭彦、河村 真保、小西 典子、貞升 健志、大井 洋 
                  東京都健康安全研究センター 
 
研究要旨 

精度管理は各検査施設における検査技術の維持・向上を図り、施設間の技術格差をなくす目的で実施
されている。東京都においては、昭和 53 年より東京都・特別区衛生検査機関（都区内保健所および衛
生研究所）における精度管理調査を実施しており、都区内保健所の技術維持・更新に大きな役割をして
きたといえる。平成 27 年度に実施した精度管理調査を中心に東京都における精度管理の概要について
報告する。 
 

 
Ａ．研究目的 

精度管理は各検査施設における検査技術の維
持・向上を図り、施設間の技術格差をなくす目的
で実施する。東京都においては、昭和 53 年より
東京都・特別区衛生検査機関（都区内保健所およ
び衛生研究所）における精度管理調査を実施して
いる。 

今回、平成 27 年度に実施した都区精度管理調
査（腸内細菌）の実施概要について報告する。 

 
Ｂ．研究方法 
1. 実施項目 

赤痢菌、サルモネラおよび腸管出血性大腸菌
（O157,O26,O111）の分離・同定とした。ただし、
5 検体中の 1 検体は出題範囲外の腸間系病原体と
し、自由参加型とした。 

なお、本精度管理の基本方針 1)に従い、日常の
試験検査における検査技術を客観的に把握して
評価すること、結果に問題点または疑義があった
場合レポート提出を求めてその点を把握し、評価
に反映させること、評価の結果、検査技術に問題
があったことが判明した場合は、個別指導による
フォローアップを行うこととした。 

 
2. 実施時期 

平成 27 年 11 月 10 日～21 日を試料配布および
検査期間とし、平成 28年 1 月 27 日に講評を行っ
た。 

 
3. 試料の作製 

1 試料につき 1 種類の純培養菌を添加して作製
した 2)。培養菌液は試料配布 2日前、出題株毎に
TSB 培地（BD）に接種し、37℃一晩培養により調
整した。試料配布前日、ペプトン食塩緩衝液（ニ

ッスイ）に上記 TSB 培養液を添加し、106~107/ml
になるように希釈し、5 菌株の各試料液とした。
試料は 0.5ml を輸送用培地（トランススワブ）に
分注、作製し、配布当日まで常温保存した。 
試料は国連規格に準じたバイオハザード防止

用検体輸送箱に入れ、さらにジュラルミン製輸送
箱に入れたものをゆうパックにて送付した。なお、
試料は特定病原体を含むため、手順書とは別に開
封厳禁の封筒内に菌株名を含む項目名を入れた。 
 

4. 参加機関 
特別区保健所 18、東京都保健所 2、健康安全研

究センター1の計 21 機関が参加した。 
（倫理面への配慮） 
本研究で使用した菌については、すでに患者情

報が連結不可能匿名化されており、人を対象とす
る医学系研究に関する倫理指針の対象とされな
い。 
 
Ｃ．研究結果 
1. 結果の解析 
参加21施設において、試料1～4いずれも100％

の正解率であった。自由参加項目であった 5番目
の項目についてもすべての施設が参加し、かつ正
答率は 100％であった。 
 
Ｄ・Ｅ．考察・結論 
精度管理は検査技術の維持・向上にとても重要

であり、精度管理試料の作製の際には機関によっ
て検査レベルに差があるため、出題菌のレベルを
どこに合わせるかを考える必要がある。平成 17
年以降、菌の安定性、話題性を考え、毎年 5題の
出題をしているが、問題作成には苦慮している。
出題は難しい課題ばかりでなく、近年の菌の分離
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状況を反映させたものが好ましい。生化学性状、
血清凝集反応、薬剤耐性、病原因子の遺伝子検出
等の再現性を含めて安定していることを確認し
なければならない。 

検査を受講する側としては、基本操作の確認を
行えるとともに、稀な菌を扱うチャンスでもある
ため、常に参加する意欲を持つ必要があるととも
に、実施する側としては、その意欲を生かすべく
広報を行うべきである。 

過去に精度管理を実施した例で、「適」とはし
たが助言等を行った例、「不適」例があった。適
としたが助言を行った事例は、サルモネラ O4 群
と回答しているのに、毒素試験欄に VT2+と記載し
ている場合等、記載ミスと思われるものが多かっ
た。一方、不適事例は陰性例のはずなのに、菌が
分離されたと回答した例であった。 

検査実施後、不適がある場合にはそのままにし
ておくのではなく、レポート提出等を課しており、
より学習能力が向上するようなシステムを組ん
でいる。また、レポート提出でも足りない場合に
は、精度管理後の研修を組むことも可能になって
いる。 

このような一連の精度保障体制をしっかりと
自治体レベルで維持していくことも、精度管理上
重要と考えている。 

 
Ｆ．健康危険情報 
  特になし 
 
Ｇ．研究発表 
  なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  なし 
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協議会健康安全部会、試験検査分科会精度管理
検討委員会専門委員会（東京都福祉保健局） 
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